令和7年度医療分野における物価上昇に対する支援業務に係る質問・回答

○参加資格に関する事項
（問）（２）～（４）は技術提案時に提出するものはない認識でよいでしょうか。
（答）公告における「２　参加資格に関する事項」（２）～（４）については、別途書類を提出いただく必要はありませんが、提案書に内容を記載願います。

○申請書受付方法
（問）郵送、電子申請などのような方法を想定されていますでしょうか。同事業と類似補助金事務局を行った際にメール受信は混乱を招いたためお聞きします。
（答）電子申請と郵送の２通りでの受付を行うこととします。（インターネットが利用できない医療機関があるため。）
　　なお、電子申請については、県のシステム（岡山県電子申請サービス）により受け付けることとするため、受託事業者側で、システムを構築する必要はありません。作業の大まかな流れは、以下のとおりとなります。
　＜岡山県＞県のシステムで、申請用のフォームを作成
　　↓
＜申請者＞申請用フォームに必要事項を入力
　　↓
＜岡山県＞１日１回、システムから申込データを出力し、受託者にメール送信
　　　　　（申込データは、１つのＣＳＶデータとして出力されます）
　　↓
＜受託者＞県から送られてきたＣＳＶデータを作業用ＰＣに取り込み、申請ごとの帳票として出力（※）
　　↓
＜受託者＞審査











このため、受託者において、県からのデータの受信用のメールアドレス、ＰＣ、出力用プリンターを準備していただく必要がありますので、見積りに含めてください。
ＣＳＶデータから帳票を出力するためのシステムの構築については、別途相談させていただきますので、今回の技術提案に含めなくて結構です。（ＣＳＶデータから帳票を出力するためのファイルを、県において作成し提供することを想定しています。）

○運営体制構築、メールアドレス取得
（問）メールドメイン取得は貴庁、受託者どちらでしょうか。
メールアドレス開設の納期はいつまででしょうか。
メールアドレスの想定される使途を教えてください。
（答）メールアドレスは受託者にて取得願います。対象者への案内にメールアドレスの記載をする必要がありますので、受託することが決定し次第、速やかに取得してください。
　　　使途は、対象者との問合せ対応や県との連絡用を想定しています。
○運営体制構築、専用電話回線
（問）開設納期は2/1と仕様書から理解していますが相違ないでしょうか。
回線数の指定はありますでしょうか。
（答）２月１日までに電話回線を開設ください。回線数の指定はありませんが、提案書に記載願います。

○委託業務内容、対象者への周知
（問）貴庁より宛名エクセルデータが提供される時期はいつを想定されていますでしょうか。
郵送の際は切手、後納、別納、その他、どの方法でしょうか。
郵送する文章の内容は貴庁と受託者が調整の上定めると記載ありますが、作成者はどちらでしょうか。
（答）宛名エクセルデータは、契約締結後速やかに提供可能です。
郵便料金の支払いは受託者において行っていただくこととなりますので、切手、別納など、対応可能な方法をご検討ください。
　　文章は当方で作成しますが、事務局や受付方法に係る情報について調整が必要と考えています。

○対象者への周知
（問）後追い架電をする対象は全ての対象者ではなく、一定期間を過ぎても申請のない対象者のみという認識でよいでしょうか。
架電したが繋がらないなどの場合、架電回数などどこまで後追いするかお決まりでしょうか。
（答）作業スケジュールのとおり、１回目の交付申請書等の締切までに提出のなかった申請者へ架電することを想定しています。繋がらない場合の架電回数については指定ありません。開設時間を確認するなどし、つながりやすい時間帯に架電したにも関わらず応答がないなど相応の理由がある場合、後追いを中止していただいて構いません。

○問合せなどの対応
（問）土曜日は9：00-17：00で受付をする認識でよいでしょうか。
（答）お見込みのとおりです。

○業務上のセキュリティについて
（問）個人情報取り扱い特記事項以外に要件がありますでしょうか。
（答）その他の要件はありません。

○申請書、エクセルデータについて
（問）見本、フォーマットを事前に共有いただくことはできますでしょうか。
（答）現時点で国の補助要綱が定まっておらず、申請書及びエクセルデータについて、事前にお示しできるものはありませんが、申請書の項目は、仕様書４（５）に記載の「必要情報」に、若干の追加項目がある程度になると考えております。

○申請書類審査について
（問）審査内容には給付金の使途は記載ない認識でよいでしょうか
給付金を使用した実績報告は提出されない認識でよいでしょうか。
（答）お見込みのとおりです。

○技術提案について
（問）実施計画書は任意様式と記載あるが、会社名、ロゴ等が記載ある様式でもよいでしょうか。
（答）会社名は記載願います。ロゴ等の記載の有無は問いません。

○見積書
（問）内訳のない、一式標記でもよいでしょうか。
（答）見積書本体は一式標記で構いませんが、人件費、通信費など、大まかな区分ごとの積算が分かる資料を添付してください。

○納品物
（問）仕様書４（４）ウに、エクセルデータと申請書等を提出することとの記載ありますが、申請書等は全て紙で納品でしょうか。
（答）郵送により届いた紙の申請書については、管理番号を付与した上で編冊して納品してください。電子申請分は、①県から提供するcsvデータ（最初に受付を行った内容）を基に、その後の修正内容を反映させたcsvまたはエクセルデータを作成、②帳票出力したあと紙の状態で審査を行う場合は、郵送により届いたものと同様、管理番号を付与した上で編冊、のいずれかの方法に納品いただくことを想定しています（軽易な修正・補記などは手書きで行うほうが現実的かと思いますので、その場合は②を選択いただくことになります）。
また、これと併せて、仕様書４（５）により指定した項目については、エクセルの一覧表の作成をお願いいたします。

○エクセルバージョン
（問）バージョンに指定はありますでしょうか。
（答）バージョンの指定はありません。ただし、当方はoffice365、エクセル2016を使用していますので、納品物にマクロ等を使用した場合など、当方において使用できるよう確認・調整をお願いいたします。

○契約保証金
（問）契約時に必要でしょうか。
（答）岡山県財務規則（昭和６１年岡山県規則第８号）第１５５条に該当する場合、契約保証金は免除されます。

【参考】岡山県財務規則    昭和61年3月20日（規則第８号）
（契約保証金の納付） 
第153条 契約を締結しようとするときは、契約者は、契約金額（インターネットを利用した一般競争入札により締結する普通財産の売払いの契約にあつては、予定価格）の100分の10以上の契約保証金を納付しなければならない。 
２ 第131条第２項の規定は、前項の規定による契約保証金の納付についてこれを準用する。 
（契約変更に伴う契約保証金の増減） 
第154条 契約担当者は、契約金額を増減した場合においては、その増減の割合に従つて契約保証金を増減するものとする。ただし、既納の契約保証金に対応する契約金額（以下この条において「保証契約金額」という。）と当該増減後の契約金額との差額が保証契約金額の３割以内である場合は、この限りでない。 
（契約保証金の減免） 
第155条 次の各号のいずれかに該当するときは、前2条の規定にかかわらず、契約保証金の全部又は一部を納付させないことができる。 
(1) 契約者が保険会社との間に県を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。
(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社、銀行、農林中央金庫その他予算決算及び会計令（昭和22 年勅令第165号）第100条の３第２号の規定により財務大臣が指定する金融機関と工事履行保証契約を締結したとき。 
(3) 過去２年間に当該契約と種類及び規模をほぼ同じくする契約を２回以上締結して、これらをすべて誠実に履行し、かつ、当該契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。 
(4) 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。 
(5) 物品を売り払う契約を締結する場合において、支払代金が即納されるとき。 
(6) 公有財産を売り払う契約を締結する場合において、支払代金が即納されるとき又は契約者が契約の履行しないこととなるおそれがないとき。 
(7) 契約書を作成しない場合において、契約者が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。 
(8) その他前各号に準ずるものと知事が認めるとき。

○専用電話回線について
（問）電話番号は086以外の050、080などでもよいでしょうか。契約締結から発番までに086では間に合わない可能性があるため、お聞きします。
また番号確定はいつまでに報告が必要でしょうか。
（答）050、080等、086以外の番号でも構いません。番号の確定時期については、１月30日ごろには案内文書を各医療機関あてに郵送していただく必要がありますので、印刷及び封入に必要な時間を逆算のうえ、ご検討ください。
